令和　　年　　月　　日ＬＥＤ照明器具

西東京市長　殿

西東京市地球温暖化対策助成金（ＬＥＤ照明器具）交付申請・実績報告兼請求書

　西東京市地球温暖化対策助成金（ＬＥＤ照明器具）交付要綱により、助成金の交付を受けたいので、次のとおり交付申請及び実績報告を行い請求します。
　また、助成金の交付決定に必要な範囲で、住民基本台帳の記録情報及び市税の納税状況を照会し確認することに同意します。

	申請者

※管理組合または中小企業者等は、役職及び代表者名、事業所の所在地を記入)
	ふりがな
	

	
	氏名
	

	
	住所
	〒　　　-　　　　
西東京市

	
	電話番号
	※日中に連絡がとれる番号


	
	ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ
	※アドレスがある方のみ



	設置場所
	□申請者住所と同じ　　□申請者住所と異なる（下に設置場所を記入）
【設置場所住所（建物名まで記入）】
（〒　　　-　　　　）
西東京市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
＊集合住宅等の場合、建物全体の総戸数（　　　　　戸）

	設置機器
	ＬＥＤ照明器具

	台数
	（　　　　　　）台，


	請求金額
	金

	
	
	
	０
	０
	０
	円



	振込指定口座
	口座名義
※カタカナ

	※申請者本人名義の口座以外は指定できません。


	
	金融機関（ゆうちょ銀行以外）

	
	銀行名

	１ 普通
２ 当座

	支店名

	

	
	預金
種別
	
	口座番号※右詰め

	
	
	
	
	
	
	

	
	ゆうちょ銀行（1か2に○）


	
	通帳記号
	１
	
	
	
	０
	預金
種別
	
	（1か2に○）
１普通
２当座


	
	通帳番号
	
	
	
	
	
	
	
	１


※訂正時に修正液・修正テープは使用不可。二重線と訂正印を使用し、氏名の横に訂正印と同じ印を押してください。
ただし、「請求金額」部分については訂正ができませんので、改めて申請書の記入が必要となります。



【受付者】

【担当使用欄】
□ 新旧照明器具比較表
□ 本人確認書類の写し
□ 領収書の写し
□ 設置前・後の写真
□ 管理規約・議事録・理事長確認書類(３点)（該当者のみ）
□ 中小企業者等確認書類（該当者のみ）

	

※裏面の計算方法・チェックリストを必ずご確認ください。　　　　　　

提出書類チェックリスト　※必ずご確認のうえ、提出してください。
【共通書類】
□ 新旧照明器具比較表（市指定様式）		
□ 本人確認書類の写し（運転免許証、マイナンバーカードなど）
□ 領収書の写し（領収日は令和８年７月１日以降が対象で、申請者氏名が記載されているもの）
□ 設置前・後の写真
別紙「新旧照明器具比較表」の写真№と同一の番号を、新旧それぞれに明記してください。

【管理組合のみ】
□ 管理規約（表紙・物件名・所在地・建物概要・共用部分の定義と範囲が分かるもの）
□ 議事録（対象設備の導入にあたって理事会等で承認されたことが分かる資料）またはこれに代わる書類
□ 申請者が管理組合の代表（理事長）であることが分かる資料（理事長選任の議事録等）
※議事録に代表（理事長）として氏名が記載されている場合は不要

【市内中小企業者等のみ（個人事業主含む）】
□ 中小企業基本法上の中小企業者等であることが確認できる書類（例）確定申告書の写し等



















助成金額計算方法 ※表面の請求金額の欄にご記入ください

＜申請者共通＞
１台あたり税抜き8,000円以上の購入の場合
4,000円×台数（上限25万円まで助成）

※１台あたりの領収金額（実費・税抜）が8,000円に満たない場合
本体購入にかかる領収金額（実費・税抜）×1/2で算出した額とする。（1,000円未満切り捨て）






＜集合住宅の所有者・管理組合のみ＞
□ 所有する集合住宅に設置し、設置工事費の助成を申請する。
□ 設置工事費の領収書及び詳細が確認できる明細書を提出できる。

いずれも該当する方は、設置工事費について助成金の請求ができます。
次の表の①＋②の合計額を、表面の請求額欄にご記入ください。


	対象経費
	計算式
	備考

	①本体代
	（　　）台 × 4,000円
＝（　　　　　）円
※助成金額が4,000円/台を下回る場合は、備考欄を参考に計算してください。

※上限25万円
	１台あたりの領収金額（実費・税抜）が8,000円に
満たない場合は、本体購入にかかる領収金額（実費・
税抜）×1/2で算出した額とする。
※1,000円未満切り捨て

	②設置工事費
	設置工事費（税抜）× 1/2
＝（　　　　　）円

※上限５万円
	・ＬＥＤ照明器具の設置工事に直接要する費用を助
成対象経費とします。（必要不可欠と認められる配線・部材等を含む）
・諸経費、現場管理費、処分費、出張費などは対象となりません。
・「工事一式」などの記載により、詳細が確認できない場合は、内訳書を提出してください。





